
 

 

 

 

 

 

Vol.45 
2025.12.23 

詳細やご不明な点は弊所までお問い合わせください。社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング TEL:03-3526-4277 

担当:土屋 

あおぞらメールマガジンは毎月第２火曜日に広く皆さまへ人事・労務に関する情報をわかりやすくポイントを絞ってお届けしています。 

●vol.334 号（1 月 14 日発行） 
●vol.335 号（2 月 12 日発行） 
●vol.336 号（3 月 11 日発行） 
●vol.337 号（4 月 8 日発行）   
●vol.338 号（5 月 13 日発行） 
●vol.339 号（6 月 10 日発行） 
●vol.340 号（7 月 8 日発行）   
●vol.341 号（8 月 5 日発行）   
●vol.342 号（9 月 9 日発行） 
●vol.343 号（10 月 14 日発行）  
●vol.344 号（11 月 11 日発行） 
●vol.345 号（12 月 9 日発行） 

●誠に勝手ながら､12 月 27 日（土）～1 月 4 日（日）は年末年始休業とさせていただきます。 

2025 年｢あおぞら Letter｣の 
主な内容 

あおぞら Letter は毎月 1 回､第 4 火曜日にあおぞらコンサルティングのお客様向けに
人事･労務･社会保険などの､実務に活かせる情報をお届けしています。 

Vol.34 
1 月 28 日 

新年のご挨拶と今後の法改正の動き 
新年のご挨拶と今後の法改正の概要 

Vol.40 
7 月 22 日 

時間単位年休の導入について 
主なメリット・デメリット、導入にあたる注意点 

Vol.35 
2 月 25 日 

高年齢雇用継続給付の支給率の変更について 
変更後の支給率と適用対象者 

Vol.41 
8 月 26 日 

社会保険・労働保険○×クイズ 
Q:健康保険証の廃止・マイナ保険証の利用開始等 

Vol.36 
3 月 25 日 

社会保険料率・雇用保険料率の変更について 
4 月以降の健康・介護・雇用保険料率の改定について 

Vol.42 
9 月 30 日 

地域別最低賃金について 
令和 7 年 10 月以降の地域別最低賃金一覧表等 

Vol.37 
4 月 22 日 

マイナポータルで確認できる社会保険情報 
確認できる内容、拡大予定の機能について 

Vol.43 
10 月 28 日 

10 月の法改正内容のご案内 
育児介護休業法改正、柔軟な働き方のための措置等 

Vol.38 
5 月 27 日 

熱中症対策の義務化について 
熱中症対策の対象業務と実施義務内容 

Vol.44 
11 月 25 日 

教育訓練休暇給付金について 
教育訓練給付金との違い、受給要件と注意点 

Vol.39 
6 月 24 日 

労基法違反に対する行政指導の実態と今後 
事業場訪問から送検・指導終了の流れ、送検事案の統計 
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マイナポータルでの離職票の受け取りについて〈法改正〉 
令和 7 年度の公的年金額等の改定について〈法改正〉 
令和 7 年度の協会けんぽの社会保険料率・雇用保険料率について〈法改正〉 
介護をする従業員への制度周知や制度利用の意向確認等の実施について〈豆知識〉 
育児休業給付金の受給中に離職した場合の取扱い変更について〈法改正〉 
労働者 50 人未満の企業のストレスチェックの実施義務化について〈法改正〉 
カスタマーハラスメントから従業員を守る対策の義務化について〈法改正〉 
19 歳以上 23 歳未満の健康保険の被扶養者の年収要件の引上げについて〈法改正〉 
月給者の最低賃金の確認方法について〈豆知識〉 
健康保険の被扶養者の年間収入の判断に関する新たな取扱いについて〈法改正〉 
労災保険の休業特別支給金の支給・請求について〈豆知識〉 
年次有給休暇の勤続年数・付与日数の考え方について〈豆知識〉 

今年もありがとうございました。 
2025 年は、物価や人件費の上昇が続く中、

賃金や働き方への配慮、人材の確保や職場
環境の整備が引き続き重要となる一年でし
た。このような中、最低賃金の引き上げによ
る給与制度の見直しをはじめ、社会や経済
の変化に応じた対応なども求められまし
た。 

あおぞらコンサルティングでは、職員一
人一人のスキルアップに重点を置いた年と
なりました。また、来年に向け、出産を控え
た職員のフォロー体制を整えるため、新た
なメンバーを迎え、あわせて、事務所全体を

管理する体制も強化し、業務の共有や連携
を高めながら、安定したサービスの提供に
取り組んでまいります。 
  

来年も、法令の改正や制度の動きだけで
なく、企業を取り巻く環境の変化を踏まえ、
実務に即した情報提供とご支援ができるよ
う努めてまいります。 

 

今年も大変お世話になりました。 
どうぞよいお年をお迎えください。 

 

所⾧ 池田 直子


